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債務者 （破産者） 株式会社大沼
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債務者株式会社大沼について破産手続を開始する。

　 　 　 　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

　　　　　

　

　

　

　　　

　

　　　　　　

一件記録によれば，，債務者が支払不能の状態にあることが認められる。

　　　　　　

よっ て， 主文 のと お り決 定 す る。

　　　　

なお， こ の 決 定 に 併 せ て， 下 記 の と お り 定 める。
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令和２年６月１８日午前１１時

令和２年１月 ２７日午後１時
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令和２年１月 ２ ７日

山形地方裁判所民事部
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